
駐車監視員活動ガイドライン 

　駐車監視員とは、警察署長の委託を受けた法人の下で、地域を巡回し、放置車両の確

認や確認標章の取付けなどの仕事を行う人のことであり、法律上の資格が必要とされて

います（反則告知をしたり、金銭の徴収をしたりすることはありません。）。 
　本ガイドラインは、このような駐車監視員の活動方針を定めるものです。 
　なお、この地域では、警察官による取締りも強化されます。

 
 　駐車監視員は、下記の路線、地域、時間帯を重点に巡回し、放置車両の確認等を

 実施する。

 
 
 ◎　最重点路線

 路　線（区間） 重点時間帯

   
 県道泉塩釜線 

９時
 

 県道仙台泉線 
～
 

 市道七北田実沢線及び市道泉中央１０８号線 
２０時

 市道泉中央幹線２号線 
 

  
 ◎　重点路線

 路　線（区間） 重点時間帯

 
市道七北田幹線１号線

 ９時 

市道泉中央幹線１号線
 ～ 

２０時

◎　最重点地域

地　　　域 重点時間帯

 ９時 
泉中央１丁目１番地～２８番地内、泉中央２丁目～４丁目地内 ～ 

２０時

 
◎　重点地域

地　　　域 重点時間帯

  
市名坂字善正寺、字西浦、字前沖地内 ９時 
七北田字町、市名坂字町のうち市道七北田幹線１号線の西側 ～ 
泉中央１丁目２９番地～５１番地内 ２０時 
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違法駐車確認標章取付け状況

令和６年 泉警察署 ４７８件

泉区役所

地下鉄泉中央駅
七北田公園

※プロット表示は取付け道路直近の建物・土地に描画しています。


